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令和４年度 旭川市青少年健全育成功績者表彰について

概 要

（趣旨・日時・

場所・内容等を

記入すること。）

１ 表彰の目的

明るく住みよい社会の創造のために活動している青少年とその団体，及び青

少年の健やかな成長を願い多年にわたり活躍されている育成指導者とその団

体，並びに社会貢献活動の一環として青少年の体験活動など優れた実践を行っ

ている企業を顕彰することにより，その功績を讃えるとともに，青少年健全育

成活動の重要性を広く市民に喚起することを目的として表彰を行います。

２ 関係書類

（１）旭川市青少年健全育成功績者表彰要綱

（２）令和４年度 旭川市青少年健全育成功績者表彰実施要領

（３）令和４年度 旭川市青少年健全育成功績者表彰企業募集要項

（４）令和３年度 旭川市青少年健全育成功績者表彰顕彰者概略

３ 募集期間

令和４年１１月１４日（月）から令和５年１月２０日（金）まで

４ 表彰式（予定）

（１）日時 令和５年３月２５日（土） 午後３時

（２）場所 旭川市ときわ市民ホール４階 多目的ホール

５ 担当課（担当者）及び連絡先

子育て支援課青少年係（担当者 原口）

電話 ２５－９８４７

添付資料
有 ・ 無

（有・無のいずれかを囲むこと。）

※「２ 関係書類」に同じ。

報道（取材）に当

たってのお願い

備 考



旭川市青少年健全育成功績者表彰要綱

（目的）

第１条 この要綱は，明るく住みよい社会の創造のために活動している青少年とその団体，及

び青少年の健やかな成長を願い多年にわたり活躍されている育成指導者とその団体，並びに

社会貢献活動の一環として青少年の体験活動など優れた実践を行っている企業を顕彰するこ

とにより，その功績を讃えると共に，青少年健全育成活動の重要性を広く市民に喚起するこ

とを目的とする表彰について必要な事項を定めるものとする。

（表彰の根拠）

第２条 旭川市表彰事務取扱規則第３条第１項第３号，旭川市表彰事務取扱基準第２条第３項

第２号及び同条第７項に基づく表彰とする。

（賞の名称）

第３条 この要綱による表彰の名称は，旭川市青少年健全育成功績者表彰とする。

（対象者）

第４条 表彰の対象は，次の各号に掲げるものとする。

（１）個人の部

ア 青少年の部

市内に居住又は通学若しくは通勤し，子ども会活動，奉仕活動，非行防止活動，ま

ちづくり活動など明るく住みよい社会の創造に３年以上にわたり貢献し，他の模範と

される者であること。

イ 育成指導者の部

市内に居住し，育成指導者として１０年以上にわたり青少年の育成・指導に従事し，

その功績が顕著で他の模範とされる者であること。

（２）団体の部

ア 青少年団体の部

市内を拠点として活動し，子ども会活動，奉仕活動，非行防止活動，まちづくりな

ど明るく住みよい社会の創造のために，５年以上継続しその活動を活発に進めている

団体であること。

イ 育成団体の部

市内を拠点として活動し，青少年の健全育成の目的・基本理念を良く理解するとと



もに，青少年が自主的に活動できるように側面から助けるなど青少年の育成指導を１

０年以上にわたり継続して活動し，その功績が顕著で他の模範とされる団体であるこ

と。

（３）企業の部

市内に本社，支店，事業所等を置き，社会貢献活動の一環として青少年の体験活動な

ど優れた実践を行っている企業であること。

（候補の選定）

第５条 個人の部及び団体の部の候補の選定は推薦によるものとし，企業の部の候補の選定は

応募によるものとする。

（選考及び決定）

第６条 表彰は，推薦又は応募があったものの中から，旭川市子ども・子育て審議会青少年施

策に関する専門部会の委員により審査選考し，市長が決定する。

（表彰の実施）

第７条 表彰は，毎年１回，表彰状を授与しこれを行う。

（庶務）

第８条 この要綱に関する事務は，旭川市子育て支援部子育て支援課青少年係において処理す

る。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。

附 則

この要綱は，平成２６年１０月２７日から施行する。

附 則

この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。



令和４年度 旭川市青少年健全育成功績者表彰実施要領

１ 目的

この要領は，旭川市青少年健全育成功績者表彰要綱第９条の規定に基づき，令和４年度の募集，選

考及び表彰について，必要事項を定めることを目的とする。

２ 募集期間

令和４年１１月１４日（月）から令和５年１月２０日（金）まで

３ 推薦及び応募方法

（１）個人及び団体の部

ア 推薦者

表彰候補者の推薦は，地区市民委員会，学校，警察関係をはじめとした青少年の健全育成団体と

する。

イ 推薦書

別紙推薦書（様式１～３）により推薦する。記載にあたっては次の点に留意する。

（ア）令和５年３月３１日現在の内容で記入すること。

（イ）楷書で記入し，必要事項の全てを記入すること。

（ウ）表彰候補者には，スポーツ振興，文化振興団体を含まないこと。

（エ）個人の部の育成指導者の部及び団体の部の育成団体の部の表彰候補者には，少年補導員及び

少年補導に専従する団体を含まないこと。

（オ）推薦は，原則，各部門２件までとし，序列をつけて提出すること。

（２）企業の部

募集要項等の詳細は別途定める。

４ 募集の方法

子育て支援課青少年係へ持参又は郵送する。

５ 応募先（問合せ先）

〒０７０－８５２５ 旭川市７条通１０丁目 旭川市第二庁舎５階

旭川市子育て支援部 子育て支援課 青少年係（担当 原口）

電話 ２５－９８４７

６ 選考の方法と表彰数

（１）選考の方法

書類による選考

（２）表彰数

企業の部の表彰数は原則として１企業とする。



７ 表彰

（１）表彰の決定通知は，推薦者及び応募企業に対し行う。

（２）表彰は，令和５年３月２５日（土）（予定）旭川市青少年健全育成功績者表彰式において行う。

（３）受賞者氏名及び受賞企業名並びに事績は，新聞社等の報道機関に発表し報道を依頼する。

８ その他

（１）提出資料等は返却しない。

（２）審査に関する問合せには応じない。



令和４年度 旭川市青少年健全育成功績者表彰 企業表彰募集要項

１ 目的

この要項は，旭川市青少年健全育成功績者表彰要綱第９条の規定に基づき，令和４年度の企業の部の

表彰の応募及び募集について必要な事項を定めることを目的とする。

２ 応募期間

令和４年１１月１４日（月）から令和５年１月２０日（金）まで

３ 応募方法

（１）応募対象

次のア～ウの全てを満たす青少年の体験活動

ア 市内に本社，支店，事業所等を置く企業（営利を目的として経済活動を継続して実施する法人

格を有した組織）が，社会貢献活動として主催した体験活動（企業が本来業務として実施する営

利活動は対象外とする。）

イ 令和３年１２月１日から令和４年１１月３０日までに旭川市内で実施した体験活動

ウ 参加する青少年（おおむね１８歳以下の者又はそれらを含む親子）を公募して実施した体験活

動

参考 『「体験活動」は，その内容に応じて，大きく三つの体験に分類される。一つ目は生活・

文化体験活動であり，例えば放課後に行われる遊びやお手伝い，野遊び，スポーツ，部活動，

地域や学校における年中行事である。二つ目は，自然体験活動であり，例えば登山やキャンプ，

ハイキング等といった野外活動，又は星空観察や動植物観察といった自然・環境に係る学習活

動である。三つ目は，社会体験活動であり，例えばボランティア活動や職業体験活動，インタ

ーンシップである。』

（中央教育審議会答申「今後の青少年の体験の推進について」（平成２５年１月）より）

（２）応募提出書類

ア 別紙応募様式により応募する。記載にあたっては次の点に留意する。

（ア）令和５年３月３１日現在の内容で記入すること。

（イ）楷書で記入し，必要事項の全てを記入すること。

（ウ）ホームページから様式をダウンロードすること。

イ その他実践内容等がわかる資料

４ 募集の方法

子育て支援課青少年係へ持参又は郵送する。



５ 応募先（問合せ先）

〒０７０－８５２５ 旭川市７条通１０丁目 旭川市第二庁舎５階

旭川市子育て支援部 子育て支援課 青少年係（担当 原口）

電話 ２５－９８４７

６ その他

（１）提出資料，写真等は返却しない。

（２）審査に関する問合せには応じない。



年度 部門 年齢 主な活動歴

Ｒ３
青少年
の部

17

平成２７年から旭川市連合子ども会に加入しており，７年にわたり子ども会活動に参加している古参メンバー
のひとりである。
平成２９年に旭川市連合子ども会の役員となってからは，各種事業の企画・運営に携わるほか，北海道子ども
会連合会主催の「リーダー研修会」等へ積極的に参加する等活動の幅を広げている。
　穏やかで面倒見が良く，誰にでも優しく接する人柄と，学業と子ども会活動の両立を図りながら何事も真摯
に取り組む姿は，後輩たちの良いお手本となっている。

Ｒ３
青少年
の部

17

平成２６年に旭川市連合子ども会へ加入し，平成３１年４月から旭川市連合子ども会の役員となって以降，各
種事業の企画・運営において的確な意見や積極的な提案を行っているほか，今年度は旭川市連合子ども会の会
長として，会の円滑な運営に寄与している。
明るく天真爛漫な性格と，誰とでもすぐに打ち解けられる人柄で誰からも慕われており，また子ども会活動で
見せる優しくも頼もしい姿から後輩たちの信頼も厚く，今後の活躍が大いに期待される人材である。

Ｒ３
育成指導者
の部

61

平成２３年に修和町内会青少年育成部長に就任後，隣接する町内会と連携して「ラジオ体操」や「愛のパト
ロール活動」などを行うほか，所属する「末広中央地区市民委員会青少年育成部」主催の各種活動にも積極的
に参加する等，青少年健全育成活動に注力している。
地区事業である「もちつき大会」では，つき手の傍ら子どもたちが安全に活動できるよう気を配り，また「雪
中運動会」では，事故の未然防止のため会場の地均しや危険箇所の表示を率先して行う等，真摯に活動に取り
組む姿は他の模範となっており，町内会のみならず地域の今後の活動にも重要な人材である。

Ｒ３
育成指導者
の部

73

平成１６年から光南町内会青少年育成部長となり，平成２０年からは東光地区市民委員会青少年育成部役員を
兼任し，町内会事業では「親子ふれあいパーティー」や「ラジオ体操」，地区事業では「親子盆踊り大会」等
の企画・運営に熱心に取り組んでいる。
子どもたちの自主性・自律性を重視し，連帯感や人のつながりを指導する姿は，他の育成指導者の模範と

なっているほか，温厚誠実な人柄と物心両面で活動を支援する姿勢は地域の信頼も厚く，今後も地域を牽引し
ていく存在である。

Ｒ３
育成指導者
の部

70

平成２２年から豊岡３・４条東町内会青少年育成部長に就任後，「ラジオ体操」，「七夕祭り」や「花火大
会」等の町内会事業の企画・運営に取り組み，青少年の健全育成活動を推進している。
「七夕祭り」では子どもたちの短冊を飾るためのヤナギの木を用意し，また「花火大会」では子どもたちが

ヤケドやケガをしないよう安全面に気を配る等，青少年健全育成活動の中心として熱心に活動する姿勢は他の
模範となっており，また温厚誠実な人柄は地域からの信望も厚く，今後の地域活動にも重要な人材である。

Ｒ３
育成指導者
の部

47

平成２４年から東光南明和町内会青少年育成部長に就任し，町内会事業である「青少年の集い」の企画・運
営，「施設見学」や「ローソクもらい」などの新たな行事を立案し実施したほか，平成３０年からは北海道ボ
クシング連盟の理事として，ボクシングを通じた青少年の健全育成に尽力するなど，精力的に活動している。
子どもたちが参加しやすい雰囲気を作りながら活動を共にする姿勢は，子育て世代の町内会活動参加促進に寄
与したほか，温厚で責任感が強い人柄は地域からの信望も厚く，「若手のホープ」として今後の活躍が大いに
期待される人材である。

Ｒ３
育成指導者
の部

62

平成２２年から末広二・七町内会青少年育成部長となり，平成３１年４月からは末広地区市民委員会青少年育
成部副部長を兼任し，「町内会夏祭り」や「ラジオ体操」等の企画・運営に取り組んでいる。
「町内会夏祭り」で行う『子ども神輿』では，常に参加の子どもたちの体調と安全に気を配り，終始行動を

共にして無事故で終えられるよう尽力している。
子どもたちとのふれあいや自主性の醸成に主眼を置き，熱心に指導する姿は他の模範となっており，今後も

地域を牽引していく存在である。

Ｒ３
育成指導者
の部

66

平成２１年に末広中央第二町内会青少年育成部副部長となり，翌平成２２年からは同町内会青少年育成部長と
末広地区市民委員会青少年育成部副部長に就任後，地域の子ども達のために長きにわたり健全育成活動を続け
ており，様々な事業の中でも「ラジオ体操」は一日も欠かさず参加し，子ども達に熱心に指導している。
温厚誠実な人柄で他の育成指導者からの信望も厚く，地域の青少年健全育成活動を発展させていく人材とし

て大いに期待されている。

令和３年度　旭川市青少年健全育成功績者表彰顕彰者概略

 　個人の部


